
 

 

はじめに 

 

 

少子高齢化の進行に加え、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大による新しい生活様式への対応など大きな時代の変化を

迎え、今まで以上に介護・子育て・貧困・健康など、地域で発

生する福祉的な課題が深刻化するとともに、これまでの福祉サ

ービスだけでは解決できない複合的な問題にも対応すること

が求められています。 

こうした状況に対応していくため、国では、制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」

「受け手」という関係を超え、誰もが地域で活躍し、互いにつながり、支えあう「地域共

生社会」の実現に向けた改革が進められています。 

そのような中、寝屋川市では、誰もが安心して暮らせるよう、当市の高齢者・障害者・

子どもなどの福祉の各分野が一体となって施策を進めるための上位計画である、第４次寝

屋川市地域福祉計画を策定し、その基本理念を「地域共生社会の実現に向けた仕組みの充

実」と位置付けました。当市ならではの地域コミュニティの良さをいかしながら、市民の

皆様を始め、自治会、地域協働協議会、民生委員児童委員協議会、校区福祉委員会などの

団体、社会福祉協議会といった関係機関、企業、ＮＰＯなどの様々な組織とが、一体とな

って包括的な取組を進めてまいりたいと考えております。 

結びに、当計画の策定に当たり御尽力いただきました地域福祉計画推進委員会委員の皆

様を始め、御意見をいただきました社会福祉審議会委員の皆様、アンケート調査、パブリ

ック・コメント手続などで貴重な御意見をいただきました市民・関係者の皆様に心から感

謝申し上げます。 

 

  令和３年３月 

 

 

寝屋川市長 
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